
 自 治 労 連 

                都庁職  
 

２００９年５月１８日 

東京都人事委員会の「職員の特別給に関する報告と勧告」に抗議する声明 

自治労連都庁職書記長 米山隆史 

 

 東京都人事委員会は、５月１５日、都職員の夏季一時金について、異例の勧告を都議会と都

知事に対して行いました。内容は、「６月期の特別給について、暫定的に一般職員は０．２月

分・再任用職員は０．１月分を凍結する。凍結分は、すべて業績反映度の高い期末手当で実施

する。」というものであり極めて不当な内容であります。 

 今回の都人事委員会勧告は、ルール無視の人事院勧告（５月１日）に追随し、都独自の調査

すら行わず、公正・中立機関としての役割を放棄した態度であり自治労連都庁職は強く抗議す

るものです。 

 ０９春闘の低額回答は、大企業が経済危機を理由に、雇用破壊と賃金切り下げなど、労働者

に犠牲を押し付けて乗り切ろうとし、国もその不当な態度に対して何ら指導を行わないことが

原因です。民間の賞与削減はこうした大企業と国の責任によって招かれた結果です。今回の勧

告は、今後中小企業の賃金や今年の最低賃金「改定」にも重大な影響を与えることは必至です。 

今回の国及び都勧告は、政府・大企業に都合の良い「国民総ガマン」を押し付けるために公

務員の一時金削減を強行しようとするものであり、解散総選挙に向けた政治的思惑があります。 

都職員は、この間の賃金削減・一時金の支給月数削減・地域手当増率による給料表のフラッ

ト化など、実質手取り収入削減で生活犠牲を招いています。更に社会保障制度の改悪により税

や保険料の増額を余儀なくされています。 

もし勧告が実施されることになれば、公務関連や民間賃金にも否定的影響を及ぼし、一層日

本経済を疲弊させることにつながります。 

自治労連都庁職は、都労連・都庁職に結集し、民間労組と共に内需中心の日本経済を転換す

る上で、労働者の賃金引き上げこそ景気回復の道であることに確信を持って、夏季一時金削減

反対の取り組みと全ての労働者の雇用と暮らしを守るために全力をあげて闘う決意を表明し

ます。 
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